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③歴史と未来、都市と田園が
　共生する持続可能なまち 

④いつまでも子や孫が笑顔で
　暮らせるまち 

⑤世代を超えて市民が力を出
　し合い、つながりを育むま
　ち 

⑥市民と行政が協働する健全
　な財政によるまち 

①時を超えた歴史と自然を守り、
　活かし、伝えるまち

い

②観光をはじめとするビジネ
　スモデルの創造による活気
　あふれるまち 
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基本方向基本方向 基本施策基本施策

略

略

1-01地域コミュニティ、交流 　   P.44 
1-02男女共同参画  　   P.47 
1-03人権・平和  　   P.49 
2-01学校教育   　   P.52 
2-02青少年の健全育成  　   P.57 
2-03生涯学習   　   P.59 
2-04文化遺産の保護と継承 　   P.62 
2-05文化振興   　   P.64 
2-06スポーツ振興  　   P.66 
3-01地域福祉   　   P.70 
3-02子育て   　   P.73 
3-03障がい者・児福祉  　   P.77 
3-04高齢者福祉  　   P.79 
3-05医療   　   P.81 
3-06保健   　   P.83 
4-01危機管理と地域の安全・安心　P.88 
4-02環境保全   　   P.93 
4-03生活・環境衛生  　   P.95 
4-04廃棄物処理  　   P.98 
5-01土地利用   　   P.102 
5-02景観   　   P.104 
5-03交通体系   　   P.106 
5-04道路   　   P.108 
5-05市街地整備  　   P.110 
5-06公園・緑地  　   P.112 
5-07居住環境   　   P.114 
5-08上水道   　   P.116 
5-09簡易水道   　   P.118 
5-10下水道   　   P.120 
5-11河川・水路  　   P.122 
6-01観光   　   P.126 
6-02交流（国際交流）  　   P.128 
6-03農林業   　   P.130 
6-04商工・サービス業  　   P.132 
6-05勤労者対策（労働環境） 　   P.134 
6-06消費生活   　   P.136 
7-01市政情報の発信・共有 　   P.140 
7-02市民参画・協働  　   P.142 
7-03情報化   　   P.144 
7-04行財政運営  　   P.146 
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「各論」の構成と見方
各論は、基本構想第 3 章で示した施策の大綱に対応した第 1 章から第 7 章までの 7 つの章に分かれてい

ます。各章には、その章に含まれる分野を大きく分類していくつかの基本施策を設定し、それぞれについ
て市の現状と課題を示しています。また、基本施策の下には、取組の内容に応じて施策を設定し、目標と
展開方向を示しています。

用 語
解 説 ※市民公益活動：市民が、市民生活の向上を目指し、社会的な課題の解決に向けて、自発的な意思に基づいて継続的に

行う不特定多数の者の利益の増進を図ることを目的とする活動。市民公益活動を行う団体には、自治会などの地域自
治組織、ＮＰＯ法人、ボランティア団体などがあります。
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第
1
章

●少子高齢化の進行、生活のグローバル化と個別化、ライフスタイルの多様化等により、自治
会加入率は、年々低下し、地域コミュニティへの帰属意識の希薄化がみられます。

●地域課題に対し、従来の一律・画一的な行政サービスだけでは、多種多様なニーズに対応し
きれない状況があります。

●市民公益活動※団体は、地域において福祉、子どもの健全育成、学術・文化・芸術など、
多岐にわたる分野で活動を行っています。しかし、各団体の構成員の高齢化が進むととも
に、新しい人材の確保が困難になっていることから、活動が難しくなっている団体が増えて
きています。

●国内の友好・姉妹都市との交流は、伝統行事への相互参加、物産展の開催等を通じた行政関
係者による交流が中心となっています。

●「自分たちの地域は自分たちでつくる」という自治の意識を高めるために、自治会活動など
の地域のコミュニティ活動を促進する必要があります。

●地域の多様な主体が連携して、より効果的なまちづくりを進めるための新たな仕組みづくり
の検討が必要です。

●学生、勤労者、団塊世代を始めとする退職者などに対する市民公益活動への参加を促す取組
や、市民公益活動団体への支援の方法についても検討していく必要があります。

●国内の友好・姉妹都市との市民レベルでの交流を促進することが必要です。

施策を取り巻く現状と課題

現　状

■ 基本施策に含まれる施策

地域コミュニティの
活性化 【施策1-01-01】

市民交流の活性化 【施策1-01-02】

地域コミュニティ、交流（地域間交流）
【基本施策1-01】

課　題

基本方向③
基本方向④
基本方向⑤
基本方向⑥

関係する基本方向 関係する重点戦略

地域コミュニティ、
交流（地域間交流）

基本施策　1-01

第1章 市民生活

基本施策（見本）

用 語
解 説 ※地域のコミュニティ活動：同一地域内に居住する人々の交流のための行事やイベント、地域の課題の解決に向けた

活動や取組など
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日頃、地域の人との交流で相談したり助け合ったりす
る人の割合　【①】 ％ 28.6（2008年度） 35.0以上

自治会加入率（ ４月 １日現在）　【①】 ％ 82.8（20１0年度） 85.0

目標の達成度を評価する指標 単位 現状値 目標値
2015年度

施策の目標

①地域活動の推進

●地域のコミュニティ活動※の基盤組織である自治会に対しては奈良市自治連合会などを通じて活性
化を図ることにより、市民の地域コミュニティに対する意識向上や様々な活動への参加を促すき
っかけづくりに努めます。

●地域コミュニティ活動の活性化を進める中で、拠点となる施設（地域ふれあい会館等）の整備に努
め、市民と共に既存施設の有効活用を図ります。

●地縁組織（自治会、老人会、婦人会、子ども会、ＰＴＡ等）、NPO、ボランティア団体等は、それ
ぞれが地域で課題の解決に取り組み、成果を挙げていますが、単独での課題解決には限界がある
ことから、効果的に解決ができるように、各主体の協働を促進します。

施策の展開方向

　市民の価値観やライフスタイルの多様化、少子高齢化の進行、地域における連帯意識の希薄化な
ど、地域社会を取り巻く環境が大きく変化する中、様々な地域課題に的確に対応していくために、地
域のコミュニティを基本において、地域の連帯感や助け合いの意識を高め、市民、行政、事業者など
が適切な役割分担の下、市民が主役となったまちづくりの推進を目指します。

あなたは、日頃、生活の中で地域の人との交流がありますか。
注)2008年度（平成20年度）　奈良市次期総合計画策定基礎調査＜市民アンケート＞から
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地域コミュニティの活性化
施策　1-01-01

施策（見本）

関係する重点戦略

※市民公益活動：市民が、市民生活の向上を目指し、社会的な課題の解決に向けて、自発的な意思に基づいて継続的に
行う不特定多数の者の利益の増進を図ることを目的とする活動。市民公益活動を行う団体には、自治会などの地域自
治組織、ＮＰＯ法人、ボランティア団体などがあります。

●少子高齢化の進行、生活のグローバル化と個別化、ライフスタイルの多様化等により、自治
会加入率は、年々低下し、地域コミュニティへの帰属意識の希薄化がみられます。

●地域課題に対し、従来の一律・画一的な行政サービスだけでは、多種多様なニーズに対応し
きれない状況があります。

●市民公益活動
多岐にわたる分野で活動を行っています。しかし、各団体の構成員の高齢化が進むととも
に、新しい人材の確保が困難になっていることから、活動が難しくなっている団体が増えて
きています。

●国内の友好・姉妹都市との交流は、伝統行事への相互参加、物産展の開催等を通じた行政関
係者による交流が中心となっています。

●
の地域のコミュニティ活動を促進する必要があります。

●地域の多様な主体が連携して、より効果的なまちづくりを進めるための新たな仕組みづくり
の検討が必要です。

●学生、勤労者、団塊世代を始めとする退職者などに対する市民公益活動への参加を促す取組
や、市民公益活動団体への支援の方法についても検討していく必要があります。

●国内の友好・姉妹都市との市民レベルでの交流を促進することが必要です。

●

●

●

※市民公益活動：市民が、市民生活の向上を目指し、社会的な課題の解決に向けて、自発的な意思に基づいて継続的に
行う不特定多数の者の利益の増進を図ることを目的とする活動。市民公益活動を行う団体には、自治会などの地域自
治組織、ＮＰＯ法人、ボランティア団体などがあります。

※地域のコミュニティ活動：同一地域内に居住する人々の交流のための行事やイベント、地域の課題の解決に向けた

日頃、地域の人との交流で相談したり助け合ったりす

自治会加入率（ ４月 １日現在）　【①】

①地域活動の推進

地域のコミュニティ活動
化を図ることにより、市民の地域コミュニティに対する意識向上や様々な活動への参加を促すき
っかけづくりに努めます。

地域コミュニティ活動の活性化を進める中で、拠点となる施設（地域ふれあい会館等）の整備に努
め、市民と共に既存施設の有効活用を図ります。

地縁組織（自治会、老人会、婦人会、子ども会、ＰＴＡ等）、NPO、ボランティア団体等は、それ
ぞれが地域で課題の解決に取り組み、成果を挙げていますが、単独での課題解決には限界がある
ことから、効果的に解決ができるように、各主体の協働を促進します。

あなたは、日頃、生活の中で地域の人との交流がありますか。
注)2008年度（平成20年度）　奈良市次期総合計画策定基礎調査＜市民アンケート＞から

自治会加入率（ ４月 １日現在）　【①】

地域のコミュニティ活動
化を図ることにより、市民の地域コミュニティに対する意識向上や様々な活動への参加を促すき
っかけづくりに努めます。

地域コミュニティ活動の活性化を進める中で、拠点となる施設（地域ふれあい会館等）の整備に努
め、市民と共に既存施設の有効活用を図ります。

ことから、効果的に解決ができるように、各主体の協働を促進します。

注)2008年度（平成20年度）　奈良市次期総合計画策定基礎調査＜市民アンケート＞から

※地域のコミュニティ活動：同一地域内に居住する人々の交流のための行事やイベント、地域の課題の解決に向けた

関係する基本方向・重点戦略

この基本施策に関係する基本
方向（基本構想 第 2 章）、重
点戦略（総論 第 2 章）を整
理しています。

施策の目標

この施策に取り組むことにより
実現を目指す目標について整理
しています。

基本施策に含まれる施策

この基本施策を推進するために
取り組む施策の構成を整理して
います。

施策を取り巻く現状と課題

この基本施策における本市
の現状や課題について整理
しています。

施策の展開方向
「施策の目標」を実現
するための取組の方向
性について整理してい
ます。

目標の達成度を評価する指標

「施策の目標」で示した目標の達成度を評
価する客観的な指標であり、現状値を基に
目標値を設定しています。

※指標の末尾の【 】内の番号は、指標に
関連する「施策の展開方向」を示します。

（例）自治会加入率（ 4 月 1 日現在）  【①】
（施策の展開方向 ①地域活動の推進）


	002-09
	011-26
	027-37
	149-166

